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令和８年度水島コンビナートカーボンニュートラル推進事業業務委託仕様書 

 

１ 業務目的 

本業務においては、水島コンビナートのカーボンニュートラル実現及び国

際的なカーボンニュートラル実現への貢献に係る取組を促進するため、水島

コンビナート立地企業（以下「立地企業」という。）等で設置した「水島コ

ンビナートカーボンニュートラルネットワーク会議カーボンニュートラルコ

ンビナート部会」（以下「部会」という。）等を運営するとともに、企業間

連携のプロジェクト推進に必要な情報提供・分析等を実施することを目的と

する。 

 

（※）部会の活動内容 

「水島コンビナートの2050年カーボンニュートラルに向けた取組方針」（以

下「取組方針」という。）（https://www.pref.okayama.jp/page/844719.html）５に掲げ

る、以下のカーボンニュートラル（以下「ＣＮ」という。）実現のための手段

の検討を行っている。 

 

【ＣＮ実現のための手段】 

 ・ 脱炭素エネルギーの受入/生産/供給に関すること 

 ・ 炭素循環マテリアルの受入/生産/供給に関すること 

 ・  脱炭素に資する製品・素材の生産/供給に関すること 

 ・  その他目的の達成のため必要な事項に関すること 

 

２ 委託期間：令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 予定価格（上限）：２１，０７６，０００円 

（消費税及び地方消費税を含む） 

 

４ 業務内容 

以下（１）から（３）の業務を実施するため、必要に応じて、随時、情報

提供や分析、立地企業等ヘのアンケート調査等を行うとともに、コンビナー

ト内外の企業間連携プロジェクトを推進するために必要となる企業間の調整

を行い、県全体のＣＮ推進に効果的な事業の検討を行うこと。 

また、国予算の活用の可能性や、国施策（※）との整合性についても、十

分、考慮に入れて支援すること。 
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 ・水素社会推進法を施行するための関係政令の閣議決定（R6.10.8） 

https://www.meti.go.jp/press/2024/10/20241008003/20241008003.html 

  

① その他、部会運営において必要とされる調査業務 

 

（１）部会等の開催 

① 部会の運営支援 

ＣＮ実現のための専門的かつ具体的な議論するための部会を概ね月１回開

催する。 

 

②  ワーキンググループ運営支援 

部会の下に設置しているワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）を

運営する。開催頻度は進捗状況にもよるが、月１回程度とする。 

  また、必要に応じて新たなＷＧを設置する。 

    

設置しているＷＧ：「水素・ＣＣＵ関連ＷＧ」「電力関連ＷＧ」 

    

③ 部会及びＷＧ運営において必要とされる調査・分析業務 

 

④ 上記①②の円滑、かつ効果的な運営を支援するため、以下の事務局業務を

実施する。 

ア．出席する企業等の選定・日程調整・連絡調整 

イ．当日資料等の作成 

ウ．会場手配・設営 

エ．ＷＥＢ会議の対応 

オ．会議の進行 

カ．会議録作成 

キ．出席者への謝金（学識経験者の謝金額は、県基準に準拠）及び交通費 

等の支払い 

ク. その他、①～④の円滑かつ効果的な運営を図る上で必要となる業務 

 

⑤ 「上記④オ.会議の進行」に係る留意事項 

会議の進行にあたっては、業務の円滑な推進のため、主担当者１名及び副

担当者１名以上の体制で実施すること。主担当者においては、ＣＮに関する

高度な専門的知識・知見を有し、部会における議論の活性化を図り、参加者

の意見や課題を整理し一定の方向性に導く等、ファシリテーテーション能力
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のある者とすること。主担当者及び副担当者については、原則、毎回同じ人

物によるものとすること。やむを得ない事情により、主担当者が部会等に出

席できない場合には副担当者が代理する等、継続的な部会等の運営に支障が

生じない実施体制を整えること。 

  

⑥ 部会及びＷＧ運営に係るスケジュールの作成 

   県と相談の上、年度当初に令和８年度の部会及びＷＧのスケジュールを

設定すること。スケジュールについては、令和８年度の達成目標と、それ

に向けた毎回の部会及びＷＧでの議題等を検討すること。 

 

（２）その他、留意事項 

① 情報管理、法的対応 

秘密保持契約の締結、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の

順守など、法的リスクに対応するため、受託者の法務部門や外部専門家によ

る十分な検討を行い、県及び関係企業等に損害が及ばないようにするととも

に、県と協議の上、その対応方法について、関係企業等にあらかじめ説明を

行い、合意を得ること。 

② 部会及びＷＧの運営支援の再委託 

部会の運営支援業務を再委託する場合には、予め県の承諾を得ること。 

 

（３）状況報告 

上記（１）（２）業務の内容に関して、「５ 業務の実施方法（１）」の

業務実施計画及び県の指示があった場合は、適時に遅滞なく状況報告を行

うこととする。 

 

５ 業務の実施方法 

（１）受託者は、契約締結後速やかに業務実施計画を提出の上、県と協議し、

委託業務の詳細内容及び各作業の実施時期を決定すること。 

（２）業務の進捗状況等について、県から求めがあった場合は、随時作業報告

や委託内容に関する資料の提出を行うこと。 

 

６ 成果品 

（１）報告書（詳細版） ２部（Microsoft Word により作成すること。） 

（２）報告書（概要版） ２部（Microsoft PowerPoint により、インターネッ

ト上での公開を前提に作成すること。） 

（３）電子媒体 ２部（ＤＶＤ－Ｒ） 
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（４）その他関連資料 一式 

※ 本業務で得たすべての成果品の著作権は、県に帰属するものとし、県の

承諾なく第三者に貸与及び公表してはならない。 

 

７ 経費 

本業務の実施に要する一切の費用は、委託料に含むこと。ただし、備品等

財産の取得に関わる費用は含めないものとする。 

 

８ その他 

（１）委託業務の実施に当たっては、県と十分協議し、その指示及び監督を受 

けなければならない。 

（２）本仕様書に記載されていない事項については、県の指示に従うこと。 

（３）本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、県と協議すること。 

（４）受託者は、この契約に基づく業務を処理するために、県から提供された 

資料等あるいは県に引き渡す資料等の漏洩及び紛失がないよう、その管理 

を徹底するとともに、県の承諾なく複写及び複製してはならない。また、 

委託業務終了後は速やかに県に返還するものとし、電子情報にあっては、 

当該電子情報を復元できないよう適正に処分しなければならない。 


